
東日本旅客鉄道株式会社に対する業務監査の実施結果 

項         目 主 な 取 組 み 状 況 等 所         見 所見に対する回答 

１．運賃等に関する事項 
 (１) 関係法令、通達に基づく

諸手続等 

 

 
・東日本旅客鉄道株式会社（以

下「ＪＲ東日本」という。）に

おける運賃・料金設定等に関

する過去３年間の主要な事案

としては、平成２２年１２月

４日の東北新幹線八戸・新青

森間開業に伴う新幹線特急料

金の設定認可（平成２２年９

月２４日認可）、平成２３年３

月５日の東北新幹線はやぶさ

号運行に伴う新幹線特急料金

の設定認可（平成２２年１１

月２９日認可）等があるが、

これらの諸手続については、

関係法令等に基づき適正に処

理されている。 

 

・また、鉄道運輸規程第４条に

基づく運賃表、旅客列車の時

刻表その他運輸上必要と

なる旅客営業規則等の備え付

け、同規程第８条に基づく運

賃表、時刻表の掲示につい

ては、現地調査を行った各駅

 
 

 



において適切に実施されてい

た。 

 

・鉄道運輸規程第１２条に基づ

く乗車券の券面表示（適用区

間、通用期間、運賃額及び発

行の日付）については、適正

に記載されていた。 

 
(２) 連絡運輸・乗継割引・企画

乗車券 
  ①連絡運輸 
 

・連絡運輸については、利用者

利便の向上を図る観点から、

基本的には自社路線と接続し

ている事業者との間において

実施している他、ＪＲ他社線

を経由して接続している路線

の一部についても実施してお

り、前回監査以降実施した４

社を加え、現在、６４社局と

の間で実施しているところで

ある。 

 

・今後とも、乗継利用者へのサ

ービス向上の観点から、乗換

駅における利用者の利用実態

等を踏まえ、連絡運輸の拡大

について検討する必要があ

る。 

 
 
 
 

・乗継ぎ利便の確保の観点から、

引き続き検討を行ってまいり

ます。 

②乗継割引 

 

・乗継割引は、相互直通運転を

実施している路線、改札を出

ないで接続している路線を対

象に、現在８路線（９駅）で

実施されている。 

     

 

 

・乗継割引については、基本的

には経営判断の問題であると

承知しているが、運輸政策審

議会答申（第１９号）等にも

あるように、異なる事業者間

を乗り継ぐ旅客については、

運賃の割高感が強く、これを

是正することが求められてい

・乗継割引の適用については、

運輸政策審議会答申にあるこ

とは認識しておりますが、基

本的には当社を含めて関係事

業者の経営判断に属する問題

であると考えております。 



 ることに鑑み、利用者のニー

ズも見極めつつ、機会を捉え

て可能な限り当該割引の拡大

について検討することが望ま

れる。 

 
③企画乗車券 

 

・企画乗車券については、輸送

需要の創出、利用者ニーズに

対応して沿線の観光資源等を

活用した各種のフリーきっ

ぷ、回数券、往復割引きっぷ

などの企画商品（１５８種

類：平成２１年度実績）を発

売している。 

 

・ また、外国人観光旅客等を対

象とした企画商品として、Ｊ

Ｒ 東 日 本 線 全 線 等 を 対

象とした「ＪＲ ＥＡＳＴ Ｐ

ＡＳＳ」（期間限定商品として

「 Ｊ Ｒ  Ｅ Ａ Ｓ Ｔ  Ｐ Ａ

ＳＳ ＳＰＥＣＩＡＬ」）、スイ

カと成田エクスプレス号の乗

車 券 ・ 特 急 券 を セ ッ ト

にした「Ｓuica＆Ｎ'ＥＸ」を

発売している。 

 

 

・外国人向けの企画商品の案内

・企画乗車券は、観光促進によ

る地域振興の観点のみなら

ず、公共交通の利用促進にも

寄与することから、他社との

連携や二次交通の確保などさ

らなる今後の取組みに期待し

たい。 

 
 
・「ＪＲ ＥＡＳＴ ＰＡＳＳ」

及びＪＲ６社の共同商品で

ある「ＪＡＰＡＮＲＡＩＬ

ＰＡＳＳ」について、本年３

月５日に運行される東北新

幹線「はやぶさ号」を乗車可

能対象とするとされている

が、このことは我が国の観光

立国推進の観点からも評価

するとともに、その周知を図

り利用促進に努めていただ

きたい。 

 
 

・お客さまのご利用状況により、

他社との連携を行ってまいり

ます。 
 
 
 
 
 
 
・現在ホームページを始め各種

媒体にて商品周知を図ってい

るところでありますが、今後

も更なる商品周知に努め、外

国人観光旅客等の鉄道利用促

進にむけて取組んでまいりま

す。 
 



については主にホームページ

において４言語（英語、中国

語（繁体字、簡体字）、韓国語

で行っているとのことであ

る。     

  
 

④ＩＣカードシステム 
 

・ＩＣカード乗車券「Ｓuica」

は平成１３年１１月に導入が

開始され、他の交通事業者と

の相互利用については、平成

１６年８月から西日本旅客鉄

道株式会社（以下「ＪＲ西日

本」という。）が発行している

「ＩＣＯＣＡ」と、平成１９

年３月から株式会社パスモが

発行している「ＰＡＳＭＯ」

と、平成２０年３月から東海

旅客鉄道株式会社（以下「Ｊ

Ｒ東海」という。）が発行して

いる「ＴＯＩＣＡ」と、平成

２１年３月から北海道旅客鉄

道株式会社（以下「ＪＲ北海

道」という。）が発行している

「Ｋitaca」と、平成２２年３

月から九州旅客鉄道株式会

社、株式会社ニモカ及び福岡

市交通局がそれぞれ発行する

「ＳＵＧＯＣＡ」、「nimoca」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



及び「はやかけん」と順次相

互利用が実施され、利用者利

便の増進が図られている。 

 

・また、昨年１２月、ＪＲ東日

本を始めとする鉄道事業者等

が、それぞれが発行する１０

種類のＩＣカードの相互利用

サービスについて、平成２５

年春の実現を目標に検討を開

始した旨の公表を行ったとこ

ろである。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＩＣカード相互利用拡大の取

り組みは、事業者をまたがる

公共交通ネットワークのシー

ムレスな利用の観点から大変

有効なことであり、その実現

に期待するものである。 

 

 
 
 
 
・これまで当社では、お客さま

の利便性向上の観点から、Ｉ

Ｃカードの相互利用拡大に努

め、当社の「Ｓｕｉｃａ」と

「Ｋｉｔａｃａ(ＪＲ北海

道)」、「ＰＡＳＭＯ(株式会社

パスモ)」、「ＴＯＩＣＡ(ＪＲ

東海)」、「ＩＣＯＣＡ（ＪＲ西

日本)」、「はやかけん(福岡市

交通局)」、「ｎｉｍｏｃａ(株

式会社ニモカ)」、「ＳＵＧＯＣ

Ａ（ＪＲ九州）」との相互利用

を実現してきました。今後、

前述の 8のＩＣカードに「ｍ

ａｎａｃａ（株式会社名古屋

交通開発機構及び株式会社エ

ムアイシー）」や、「ＰｉＴａ

Ｐａ（株式会社スルッとＫＡ

ＮＳＡＩ）」を加えた「10 の交

通系ＩＣカードの相互利用サ

ービス」を平成 25 年春から開

始する予定であり、現在、そ

のための準備を進めておりま

す。さらに、新潟交通で導入

されている「りゅーと（新潟



交通株式会社）」や札幌市交通

局等で導入されている「ＳＡ

ＰＩＣＡ（札幌ＩＣカード協

議会）」のエリアにおいてもＳ

ｕｉｃａをご利用いただける

ようにするための準備を進め

ております。 

 
 

⑤福祉割引 
 

・福祉割引については、ＪＲ東

日本では、国鉄時代から引き

続 き 実 施 し て い る 割 引

を含め、本来は国の社会福祉

政策として実施されるべきも

のとの考えであることは

承知している。    

 

 

・しかしながら、精神障害者へ

の割引適用及び身体障害者割

引の距離制限撤廃等について

多くの要望が寄せられてお

り、今後とも引き続き、理解

と協力をお願いしたい。 
 

・福祉割引については、本来は

国の社会福祉政策として実施

されるべきものであると考え

ております。 

（３）駅務機器類 

①駅務機器の設置基準等 

 

 

・自動券売機、自動改札機等の

駅務機器類の設置について

は、機器の処理能力等の各種

データに基づき設置台数を算

定し、各駅の利用実態等を勘

案して設置されている。 

 
 

  
 

 ②駅務機器等の故障時の対

応 
・自動改札機等の故障時の対応

については、各機器の取扱い

  



 マニュアルにより各駅で応

急処置を行うとともに、保守

会社との間で２４時間対応

の連絡体制を整備し、早期復

旧を図ることとしている。 

 
③駅員による駅務機器、現金

等の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）運賃の誤表示、誤収受 

 

・社員による鍵の授受・管理、

現金等の授受・保管やクレジ

ットカードの取扱い等につい

ては、通達、マニュアル等に

より、誤取扱いの防止を図っ

ているところである。 

 

・なお、ＪＲ東日本は、昨年７

月及び９月、社員等によるＩ

Ｃカード乗車券等の不正処理

に係る調査の結果、不正な処

理による不正乗車の事象があ

った旨の公表を行うととも

に、社員の私物の改札窓口へ

の持ち込みや窓口端末での私

物の処理を禁止したり、定期

的に一定期間のデータを抽出

して不正な処理が疑われる事

象について調査したりするな

どの再発防止策を実施した。

 

・ＪＲ東日本においては、累次

の再発防止のための取り組み

 

 

 

 

 

 

 

・このような行為は、公共交通

機関としての社会的信頼を著

しく失墜するものであり、今

後、二度とこのような事象が

発生しないよう再発防止策の

徹底を図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運賃収受の信頼性の確保は、

鉄道事業者の社会的信用を維

 

 

 

 

 

 

 

・関係社員に対し通達及び勉強

会の実施をとおして、私物を

窓口に持込むことを禁じるル

ールを徹底しました。あわせ

て、磁気定期券の不正処理防

止に関して機器の改修を行

い、2011 年 4 月より処理の都

度レシートに印字する機能を

立上げるとともに駅管理者に

よるチェックを行っており、

不正の防止を図っておりま

す。 

 

 

・ワンマン列車内の運賃表誤表

示防止については、ダイヤ改



により、前回監査時と比較し

て発生件数は減少している

が、平成２０年度以降、自動

改札機のプログラム設定ミス

やワンマン列車内の運賃表誤

表示による誤収受が３件、自

動券売機へのつり銭誤装填に

よる誤収受が１件発生してい

る。 

 

 ・ＪＲ東日本では、直ちにシ

ステム改修やチェック体制の

強化を図るとともに、つり銭

誤装填については、複数の社

員による確認の徹底やハード

面の対策として、平成２０年

度からつり銭誤装填防止機能

付きの機器の導入（全機種に

占める割合：約２５％（平成

２１年度末））を進めていると

ころである。 

 

持するために最も重要な課題

であることから、今後とも引

き続き、再発防止への取り組

みが求められる。 

 

正で運転区間の変更や停車駅

が変更となった場合には、新

たな運賃表のデータを、チェ

ックリストに基き、各駅間一

つ一つ確認し、再発防止に努

めております。駅では自動券

売機等へつり銭を装填する際

に、硬貨計数機を使用し混在

を防止する、装填時に複数の

社員で確認を行う、装填時の

画像を保存し確認する等の方

法により、誤装填を防止する

取り組みを行い再発を防止し

ております。あわせてつり銭

誤装填防止機能付きの機器の

導入を継続してまいります。 

 

  

（５）その他 

①偽造紙幣への対応 

 

 

・ＪＲ東日本においては、偽造

紙幣等が発見された場合、発

生箇所から支社、本社への報

告、支社から警察等への連絡

や社内での情報共有の体制が

整備されている。 

  



 

②無料乗車証 
 

・業務上、駅構内、列車内等に

立ち入らざるを得ない部外者

に対し、使用者、使用区間、

有効期間等を限定して交付す

る業務証明書により、駅構内、

列車内等への立ち入りを認め

ている。 

 

  

２．情報提供に関する事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＪＲ東日本では、プレス発表、

会社要覧、インターネット、

広報誌、パンフレット、駅や

車両内のポスター掲示等様々

な媒体を通じて情報提供を行

っている。 

 

・財務等に関する情報について

は、決算発表時に決算短信等

をプレス発表するとともに会

社要覧、社外広報誌、インタ

ーネット等においても関連情

報等を掲載している。 

 

・運賃等に関する情報について

は、基本的情報のほか、お得

な旅情報などの企画商品等の

情報を、安全・サービスに関

する情報については、ダイヤ

・ＪＲ東日本では、創意工夫を

図り積極的な情報提供に努め

ており、ガイドラインに沿っ

た情報提供が行われている。

 

 

 

・今後ともさらなる情報内容の

充実を図ることが期待され

る。 

 

・今後も引き続き、適時適切な

情報開示に努めるとともに、

お客さまに安心してご利用い

ただけるよう、情報提供の充

実に取り組んでまいります。 

 

 

・株主や投資家の皆さまのニー

ズを的確に把握し、引き続き

財務等に関する情報の内容充

実に努めてまいります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正、列車遅延情報、事故に

関する情報、バリアフリーを

始めとする駅施設に関する情

報等について、プレス発表、

インターネット、広報誌等に

おいて提供している。 

 

・また、ホームページでは、時

刻表、列車情報、駅施設情報、

運賃・料金等の基本情報を検

索するシステムの他、切符の

予約システムも導入してい

る。リアルタイムな運行状況

については、３０分以上の遅

れが発生または見込まれる場

合に情報を提供しており、対

象線区の朝通勤時間帯に限定

して遅延証明書の発行もイン

ターネットで行っている。 

 

 

３．案内情報（旅客案内）に関

する事項 

（１）案内サインの整備 

①案内サインのマニュアル

の整備状況 

 

 

 

 

 

・ＪＲ東日本における案内サイ

ンについては、この「公共交

通機関の旅客施設に関する移

動円滑化整備ガイドライン」

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

に準拠した「案内サインマニ

ュアル」を規定（平成１３年

８月策定・平成２２年６月最

終改定）し、それに基づき各

種サインの統一・整備を進め

ている。 

 

②駅における案内サインの

整備状況 

 

 

・駅でのバリアフリーに関する

案内サインの状況について

は、エレベーターが設置され

ている４２５駅、エスカレー

ターが設置されている３５４

駅、多機能トイレのある４４

９駅、出札窓口のある６２１

駅のそれぞれ全ての駅におい

て、誘導サイン又は位置サイ

ンの整備が完了されている。

 

・なお、当該駅における周辺の

案内地図の整備状況について

は、首都圏の駅ではほぼ全て

カバーされているといえるも

のの、逆に地方においては特

急列車が停車するような駅に

おいても殆ど整備されていな

い状況である。また、エレベ

ーターが整備されている駅

（４２５駅）の出入り口付近

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駅周辺地図については、地元

の案内所の有無や必要性の度

合いもあると思われることか

ら、一概に整備しなければな

らないものとは限らないが、

視覚障害者の利便に資する触

知図については、今後整備さ

れることが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・触知図の整備については、バ

リアフリー新法に基づき、旅

客施設の新設時、大規模改良

時に整備をしてまいりまし

た。今後も同様に整備を継続

してまいります。 

 

 

 

 



において、視覚障害者のため

の触知図が整備されている駅

は４０駅となっている。 

 

・ターミナル駅において接続す

る他鉄道事業者と統一した案

内サインについては、横浜、

小田原、拝島の各駅で導入さ

れており、これは駅の改良工

事を自治体側と一体施行する

ような時期を捉えて共通サイ

ンを導入しているとのことで

ある。 

 

 

 

 

 

 

・引き続きこのような場面を捉

えて共通したサインが導入

されるよう検討が期待され

る。 

 

 

 

 

 

・当社は、案内サインマニュア

ルを定め、各駅の案内表示方

法を統一して分かりやすい

表示に努めており、他社も同

様であるため、共通サインの

導入は難しいと考えており

ます。現時点で具体的な計画

はありませんが、改札外コン

コースを共有するようなケ

ースにおいて、他社のマニュ

アルに定められたピクトグ

ラム等の表記を、互いに活用

していく等の検討は今後も

行ってまいります。 

（２）列車運行などの情報提供

装置の整備 

 

 

・ＪＲ東日本では、首都圏主要

線区の３１４駅で設置されて

いる改札内外のＬＥＤ表示装

置や、平成１９年２月より設

置を進めている大型の異常時

案内ディスプレイ（首都圏の

１０７駅に設置）を整備して

おり、これらの装置を介して

旅客へ列車運行などの情報提

供を行っている。また、列車

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



内の旅客に対しては車内ＬＥ

Ｄ及びＬＣＤ表示装置により

情報提供を行っている。（現在

２，９７０両 ４０７編成）

 

・輸送障害などの異常時が発生

した際には、ＪＲの各輸送指

令からダイヤ情報センターへ

運行情報が配信され、そこか

ら各種の表示装置に対して一

斉に情報が配信され旅客に提

供されている。 

 

・ＪＲ東日本では、自社の列車

運行情報のみならず、首都圏

大手民鉄等の運行情報も配信

している。具体的には、平成

１８年から東京都交通局、横

浜市交通局、東京急行電鉄株

式会社、小田急電鉄株式会社、

東京モノレール株式会社につ

いて、平成１９年からは東京

地下鉄株式会社（以下「東京

地下鉄」という。）、京王電鉄

株式会社、新京成電鉄株式会

社、東武鉄道株式会社（以下

「東武鉄道」という。）、京成

電鉄株式会社、京浜急行電鉄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・このような取り組みは大いに

評価できるものである。 

 

・今後も、引き続き、このよう

な取り組みが継続・拡充され

ることが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も他社との連携を深め、

各社線区運行情報についても

タイムリーな提供に努め、お

客さまニーズを把握したうえ

で展開等の検討を継続的に取

り組んでまいります。 

 



株式会社、西武鉄道株式会社、

首都圏新都市鉄道株式会社、

相模鉄道株式会社、株式会社

ゆりかもめについて、平成２

２年からはＪＲ東海の東海道

新幹線について、それぞれ運

行情報を提供している。 

※外国人観光旅客等への情報提

供については、後述５．の通

り。 

 

 

４．バリアフリー対策に関する

事項 

（１）バリアフリー化のために

講ずべき基本的事項 

 

・平成２２年までに、1 日当た

りの平均利用者数が５，００

０人以上の駅について、エレ

ベーター等による段差解消、

視覚障害者用誘導及び多機能

トイレの整備を進めることと

している。 

 

・ＪＲ東日本では、上記基本方

針の主旨を踏まえ、平成１８

年４月に公表した内容（前回

業務監査時に確認済み）に沿

って、取り組みを進めてきた

ところである。 

 

 

・改正基本方針の１日当たりの

平均的な利用者数が３，００

０人以上である鉄道駅及び軌

道停留場については、平成３

２年度までに、原則としてす

べてについて、エレベーター

等の設置による段差解消、ホ

ームドア等の視覚障害者の転

落防止設備の整備、障害者対

応型便所の設置等の移動等円

滑化を実施する等に基づき、

引き続きバリアフリー化の推

進に向けた努力をお願いした

い。 

 

 

・当社はこれまで、基本方針の

乗降人員 5 千人/日以上等の

駅について、エレベーター整

備等によるバリアフリー化を

計画的に推進してきており、

平成 22 年度末現在で管内の

408 駅については段差を解消

しております（整備率は

87％）。今後は、改正基本方針

に則り、平成 32 年度までに、

乗降人員 3 千人/日以上のバ

リアフリー未整備駅につい

て、国及び地元自治体のご支

援をいただきながら、計画的

にエレベーター等整備による

段差解消に努めてまいりま



 

 

・特に、３，０００人以上５，

０００人未満駅については、

駅としての投資効率が小さい

ことから、より整備コストの

かからない方法での段差解消

が実現されるようさまざまな

工夫が望まれる。 

 

す。 

 

・バリアフリー整備を効率的に

推進するべく、様々な観点か

らコスト低減に努めつつ、整

備を実施してまいります。 

 

 

 

（２）鉄道駅のバリアフリー化

の状況と計画 

 

・ＪＲ東日本における１日当た

りの平均利用者数が５，００

０人以上の駅は４６８駅であ

るが、そのうち段差が解消さ

れ、バリアフリー新法による

移動円滑化基準に適合してい

る駅は平成２２年度末時点で

４１２駅（整備率８８％）、誘

導ブロックについては全駅、

多機能トイレについて約９割

の駅で整備済みの見込みであ

る。 

 

・前回業務監査を行った際には、

平成１８年度末現在の状況と

して、１日当たりの平均利用

者数が５，０００人以上の駅

の整備率は６６％であり、よ

うやく全国平均に到達したと

・ＪＲ東日本が全国の鉄道事業

者中、最も多く５，０００人

以上の駅を抱えていることを

踏まえると、特にこの数年間

で段差の解消を中心とするバ

リアフリー化への加速的な取

り組みが行われ、相当程度進

捗したものと高く評価でき

る。一方、今回現地調査の対

象とした代々木駅、南浦和駅

といったエレベーターの設置

が技術的に難しい駅等が残さ

れており、今後の取り組みが

期待される。 

 

 

 

 

 

・代々木駅や南浦和駅などの、

いわゆる整備困難駅について

は、バリアフリー化実現のた

めに大規模改良が必要となる

駅も含まれております。今後

も早期整備の実現に向け取り

組んでまいりますが、国や地

元自治体等のご協力も不可欠

であることから、連携してバ

リアフリー化の推進に努めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ころであった。 

 

・近年、ホーム上で又はホーム

から転落して列車と接触する

事故、すなわちホームでの鉄

道人身傷害事故が増加してお

り、社会的関心事項であると

ともにホームでの事故対策が

喫緊課題である。国土交通省

として、特にホームドア等に

ついては、高齢者、障害者を

始めとしたすべての利用者の

転落等を防止するための設備

として効果が高く、その整備

を進めることが望ましいと認

識しており、ＪＲ東日本では、

平成２０年６月に今後１０年

間を目途に山手線全駅での整

備を進めていくとするプレス

発表を行っており、今年度２

駅（恵比寿駅・目黒駅）で先

行整備を完了し、技術的課題

の確認・検討作業を行ってい

るところである。 

 

 

 

・改正基本方針においては、ホ

ームドア等の設置について特

別に明示して記載した整備目

標を掲げる予定であり、会社

としての計画を順調に進めて

いただくとともに、この方針

のもとで可能な限り整備が促

進されることを期待したい。

 

 

 

 

・ホームドアにつきましては、

2017 年度までに一部の大規

模改良予定駅を除く山手線各

駅での使用開始を目標に、鋭

意整備を進めております。な

お、整備には多額の設備投資

が必要となることから、国及

び地元自治体のご支援をいた

だきつつ、整備を進めてまい

りたいと考えております。ま

た、「ホームドアの整備促進等

に関する検討会」の中間取り

まとめを踏まえ、ホーム安全

対策として、内方線付き JIS

規格 25 点ブロックを乗降 10

万人/日以上の駅等に計画的

に整備してまいります。 

 

（３）ソフト面におけるバリア

フリー対応 

 

 

・バリアフリー施設の整備に伴

い、高齢者、障害者等の外出

機会が増加する中で、駅構内

等での人の手助けの重要性は

・バリアフリーについては、ハ

ード面の整備状況に関わら

ず、ソフト面での配慮が継続

的に求められるものであり、

・当社では、お身体の不自由な

お客さまやご高齢のお客さま

など配慮の必要なお客さまに

安全に、かつ安心して駅等の



増大しているところである。

 

・ＪＲ東日本では、バリアフリ

ー設備の設置状況について、

ホームページへの掲載ととも

に、主要駅ではパンフレット

を配布して案内の充実を図っ

てきている。さらに、平成２

２年１１月には、高齢者、障

害者等が優先的にエレベータ

ーを利用することができるよ

うマナー表示ステッカーを主

要駅の全エレベーターに提示

している。 

 

・また、利用者の視点に立った

きめ細かなサービスを提供し

ていくため、平成１７年度よ

り駅社員を中心にＮＰＯ法人

日本ケアフィットサービス協

会が認定するサービス介助士

２級の資格取得を進めてお

り、平成２２年度までに全社

員の約１割に相当する６，１

００人の資格取得をめざし、

主要駅に配置することとして

いる。 

各取り組みによる効果の検証

や利用者と意見交換するなど

して、より効果的な心のバリ

アフリーが進められるよう努

力をお願いしたい。 

 

施設をご利用いただくため

に、これまでも駅社員等がお

声かけやお手伝いをさせてい

ただいております。これを更

に広げていくため、「声かけ・

サポート」運動を平成 23 年 9

月より実施し、当社社員に対

して、配慮の必要なお客さま

をお見かけした際にはできる

範囲内で声かけやサポートす

ることを推奨しています。ま

た、NPO 法人日本ケアフィッ

トサービス協会の監修を得

て、具体的な声のかけ方やサ

ポートする際の心構えを解説

した「声かけ・サポートハン

ドブック」を作成し、全社員

に配付しました。今後もこの

運動を継続し、効果的な心の

バリアフリーの推進に努めて

まいります。 

５．外国人観光客等への対応に    



関する事項 
（１）外国人観光旅客向け企画

乗車券について 

 

〔１．（２）③に掲載〕 

（２） 外国人観光旅客等への情

報提供について 
 

・交通施設等の案内表示の多言

語化については、「外国人観

光旅客の旅行の容易化等の

促進による国際観光の振興

に関する法律（平成９年法律

第９１号）」に基づき、外国

人観光客が公共交通機関を

円滑に利用するために必要

と認められる外国語等によ

る情報の提供を促進するた

めの措置を講ずべき区間と

して、ＪＲ東日本の管内にお

いては、在来線２１区間、新

幹線は、東北（東京～八戸）、

上越（東京～新潟）、北陸（東

京～長野）が指定されてい

る。 

 

・平成２１年度に当該指定区間

における外客向け案内表示等

の整備計画「情報提供促進計

画２００９」を策定しており、

駅における各種施設の表示に

ついては、「案内サインマニュ

アル」を定め、順次整備して

・ＪＲ東日本は広範囲な営業エ

リアにおいて、ハード及びソ

フト整備を推進するととも

に、諸外国への広報戦略につ

いても、率先して取り組まれ

ており評価できる。 

 

・引き続き、日本における観光

需要の底上げに向け取り組ま

れることが期待される。 

 

・諸外国への広報活動について

は、関係機関との連携や自社

独自のＰＲのほか様々な機会

をとらえながら積極的に取り

組んでまいります。 

 

 

・外国人観光旅客の誘致につい

ては、引き続き当社の重要施

策の一つとして位置づけ重点

的に取り組んでまいります。 



おり、英語及びピクトグラム

表記を施した案内サインの整

備については、対象１２４駅

で整備を終えている。なお、

首都圏の主な駅（乗車人員５

万人以上／日）の主要改札口

への液晶ディスプレイの設置

が平成２０年度までに設置済

みとなっており、日本語と英

語による遅延や事故等の運行

情報の提供が可能となってい

る。 

 

・車両についても、前述の整備

計画において、当該指定区間

を運行する自社の特急等（２

９型式）の案内サイン、案内

放送等の整備を進めるとして

おり、「案内サインマニュア

ル」に準拠した和英２カ国語

表記とピクトグラムを基本と

しており、車両更新時に、順

次、整備を実施しているが、

現状において整備済でない一

部の車両についても、路線図

や乗換え情報を日本語や英語

によるポスター掲示やホーム

ページなどでの情報提供で補



完している。なお、車両編の

案内サインマニュアルについ

ては、現在、作成中とのこと

である。 

 

・多言語化については、平成１

４年から、それまでの日本

語・英語に加え、中国語、ハ

ングル語の併記について、外

国人旅客の利用が多い駅から

順次整備を進めており、都市

近郊区間、新幹線停車駅では

四ヶ国語併記の整備を完了し

ているとのことであり、その

他の駅についても、駅改修に

併せて整備を進めている。 

 

・ソフト施策としては、行政・

関係事業者と連携し、ビジッ

トジャパンキャンペーン地方

連携事業の一環として、観光

地を有する地元自治体との連

携による海外メディアの招聘

を行い、鉄道や観光資源の取

材を受けており、設定したモ

デルコース案内等を紹介する

小冊子の作成等を実施してい

る。また、自社管内のフリー



パスである「ＪＲ ＥＡＳＴ

ＰＡＳＳ」のパンフレットを

四ヶ国語（英語・中国語（繁

体字・簡体字）・韓国語）で作

成し、商品案内の他に、駅設

備の案内等の情報提供を行っ

ているほか、ホームページに

おいても、四ヶ国語により時

刻表や切符の情報、主な列車

や観光地などの情報を提供し

ている。 

 

・訪日外国人に対する旅行案内

やチケット手配を目的とし

て、国際航空路線のある成田

空港（成田空港駅・空港第２

ビル駅）と羽田空港（国際線

ビル駅）にＪＲ東日本訪日旅

行センターを設置するととも

に、三ヶ国語（英語、中国語、

韓国語）による電話サービス

「ＪＲ Ｅａｓｔ Ｉｎｆｏ

ｌｉｎｅ」での各種問合せ等

にも対応している。 

 

・社員教育としては、全社員を

対象に配布している「グリー

ンハンドブック」において、



コミュニケーションのポイン

トや案内に必要な英単語、よ

く使われる表現について掲載

するとともに、社員が自由に

受講できる社内通信教育の営

業関係講座でインバウンド事

業戦略を説明し、外国人観光

旅客等に対する意識の向上を

図っている。 

 

６．乗継円滑化措置に関する事

項  
（１）相互直通運転の実施状況

等 
 

 

・ＪＲ東日本は、東北線接続で

青い森鉄道株式会社（以下「青

い森鉄道」という。）、ＩＧＲ

いわて銀河鉄道株式会社、仙

台空港鉄道株式会社、東武鉄

道と、東海道線接続でＪＲ東

海と、伊東線接続で伊豆急行

株式会社と、常磐線接続で東

京地下鉄と、津軽線接続でＪ

Ｒ北海道と、中央線接続で東

京地下鉄、富士急行株式会社、

ＪＲ東海と、山手線接続で東

京臨海高速鉄道株式会社と、

総武線接続で東京地下鉄と、

奥羽線接続で青い森鉄道と、

信越線接続でＪＲ西日本、し

なの鉄道株式会社と相互直通

  



運転を行っている。 

 

・また、ＪＲ東日本では、東海

道線で伊豆箱根鉄道株式会社

に列車が乗り入れており、反

対に上越線、信越線で北越急

行株式会社の、鹿島線で鹿島

臨海鉄道株式会社の、只見線

で会津鉄道株式会社の、東北

線で阿武隈急行株式会社の、

山田線で三陸鉄道株式会社の

各列車が乗り入れている（平

成２３年１月時点）。 

 
（２）ダイヤ調整 
 

・ＪＲ東日本では、ダイヤ改正

に当たり、相互乗り入れを行

っている他鉄道会社等と可能

な範囲で利用者がスムーズに

乗り換えができるようダイヤ

調整を行っている。 
 
・なお、相互乗り入れを行って

いない大手民鉄との間でも事

前に情報を提供し、各路線の

初終電時刻の接続時間を調整

する等の配慮を行っている。
 
・また、自社線内における異な

る路線間でもダイヤ改正の時

期に、可能な限りスムーズな

・ダイヤ調整については、今後

とも、利用実態を踏まえ更な

る利用者利便の向上に結びつ

くものとなるよう期待され

る。 

 

・今後もお客さまのご要望やお

客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、可能な限り利便性の

向上に努めてまいります。 



乗り換えが可能となるよう調

整を行っている。 

 

（３）鉄道以外の交通機関との

乗り換え利便 
 

・ＪＲ東日本では、いくつかの

バス事業者に対しては、自社

管内の時刻を当該バス事業者

に提供したり、鉄道側とバス

側の時刻を相互に提供すると

いった取り組みを行い、列車

時刻に合わせたバスダイヤの

調整が可能となるよう配慮し

ているところである。 

・今後とも、バスとの乗り換え

旅客の利便性向上を始め、公

共交通機関全体での利便性向

上が図られるよう検討が期待

される。 

 

・今後もダイヤ改正時には、バ

ス事業者に列車時刻を提供

し、公共交通機関全体での利

便性向上が図れるよう努めて

まいります。 

７．事故等による輸送障害時の

旅客対応に関する事項 
（１）輸送障害等発生時の体制

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＪＲ東日本においては、事故

等の異常事態が発生した場

合、乗務員や駅社員は関係列

車の停止手配や負傷者の救護

等必要な処置を取るととも

に、関係エリアの指令へ速報

することとなっている。これ

を受けた指令では、輸送指令

より旅客一斉情報の配信を行

い関係駅、乗務員に情報提供

を行うほか、ダイヤ情報セン

ターを介して、首都圏を中心

に整備されている異常時案内

用ディスプレイや改札内外の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＥＤ式情報表示装置に対し

輸送障害情報を提供してい

る。 

・また、この情報は山手、京浜

東北・根岸、中央快速・緩行、

京葉、東海道、宇都宮、高崎、

常磐快速、総武快速・緩行等

の各線列車内に設置されてい

るＬＣＤ・ＬＥＤ表示装置に

も同時に配信されており、加

えて、ＪＲ東日本のホームペ

ージや携帯電話インターネッ

トサービス等においても情報

が提供されている。 

・さらに、ＡＴＯＳ（東京圏輸

送管理システム）が整備され

ている首都圏各路線では、輸

送障害が発生しダイヤ変更が

行われた場合、当該変更情報

がスピーディーに駅構内のＬ

ＥＤに表示され、或いは自動

的に駅構内放送が行われてい

る。 

・自社ホームページにおいては、

輸送障害の概要のみならず、

運行再開見込み情報について

その予測が出来た時点で情報

提供を行うこととしている。

（２）駅における利用者への情 ・ＪＲ東日本の駅における異常 ・特に、首都圏区間において輸 ・今後も、首都圏を中心に、輸



報提供等 

 

時案内用ディスプレイ等の整

備状況は３．（２）のとおりで

あり、輸送障害が発生すると、

上記ＡＴＯＳによるシステム

と合わせ、各表示装置に情報

が一斉配信されるほか、適宜、

告知板等と合わせ速やかな情

報提供を行っている。 

・これと合わせ、首都圏中心の

駅社員に対しては無線により

運行情報の提供がなされてい

る。適宜駅社員からも情報提

供がなされているところであ

る。 

 

送障害が発生した場合、膨大

な旅客へ影響を及ぼすことに

なるので、引き続き、適時適

切な情報が提供できるよう関

係設備の整備を図るよう検討

が要請される。 

 

送障害発生時にお客さまへ速

やかに情報提供を行うため、

引き続き、適時適切な情報が

提供できるよう関係設備の整

備を検討してまいります。 

（３） 列車内における情報提供

等 

 

 

 

 

 

 

 

・列車内における情報提供につ

いては、輸送指令からの列車

無線による旅客一斉情報に基

づく乗務員の放送他、上記で

記載した列車においては、車

内のＬＣＤ・ＬＥＤ表示装置

においても情報提供している

ところである。 

・なお、車掌は輸送指令からの

列車無線による情報を「異常

時対応ガイドブック」に基づ

いて、分かり易い情報提供を

行うものとされている。 

・まだ、全ての車両で車内ＬＣ

Ｄ・ＬＥＤ表示装置が整備さ

れている状況ではないので、

そのような列車においては、

乗務員から適時適切な案内が

行われることが望まれる。 

 

・引き続き新車導入時にＬＣ

Ｄ・ＬＥＤ表示装置を整備し

ていくとともに、指導や訓練

を通して乗務員が適時適切に

ご案内できるよう努めてまい

ります。 



（４） 振替輸送等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・振替輸送について、ＪＲ東日

本では相互直通運転又は接続

する他社局線と協議し、線区

毎に振替輸送パターンを確立

しており、円滑に実施できる

ようにしている。 
 

・輸送障害等が発生した場合は、

振替輸送を実施するかどうか

について、輸送指令が振替先

の輸送機関と連絡をとり、振

替輸送の受け入れが可能とな

った場合に行われる。 

 

・なお、他社路線において輸送

障害が発生し、ＪＲ東日本が

振替輸送を受け入れた場合の

旅客への情報提供に関して

も、上記記載の情報提供装置

等を介して、平成１８年８月

より順次、旅客に対し輸送障

害の情報提供を開始し、現在

では１６社局の情報を提供し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

・この情報は、輸送障害が発生

している他社路線への乗換駅

に到着するより前に旅客に提

供されることで、旅客の円滑

な移動を図る観点及び無用の

混乱を避ける観点からも重要

なものである。 
 
・ＪＲ東日本においては、自社

線内での輸送障害情報のみな

らず、他社路線に係る同情報

について、引き続き、旅客に

対し広くその情報を提供する

ことができるよう、その取り

組みが期待される。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

・輸送障害時の混乱を避けるた

め、引き続き他社運行情報に

ついても適宜提供することに

取り組んでまいります。 

 

（５） 遅延証明 ・遅延証明については、旅客か   



 らの申し出により有人駅にお

いて証明しているほか、自社

ホームページ上において、対

象線区の朝通勤時間帯に限定

して過去３０日間分の遅延証

明書の発行も行っている。 

    

８．災害対応等危機管理に関す

る事項  
 

・災害等への対応については、

「防災業務計画」、「大地震発

生時の対応マニュアル」を整

備し、対応している。 
 
・また、毎年大規模訓練として

会社全体で行われる「総合防

災訓練」のほか、支社や駅等

の現場単位において安否確

認、非常参集、避難誘導、消

火器使用等の各訓練を計画的

に行っている。 

 

・今後とも災害が発生した際に

は的確な即応体制が執られる

よう、引き続き計画的に教

育・訓練を実施することが望

まれる。 

 

・東日本大震災の教訓を踏まえ、

引き続き災害が発生した際

に、的確な対応がとれるよう、

災害を想定した教育・訓練を

計画的に実施するよう努めて

まいります。 

９．利用者からの意見等に関す

る事項  
（１）利用者からの問い合わせ

について 
 

 

・ＪＲ東日本では、利用者から

の意見、要望等の専門窓口と

して「ＪＲ東日本ご意見承り

センター」を、列車時刻、運

賃・料金、忘れ物の照会窓口

として「ＪＲ東日本お問い合

わせセンター」を設置してい

る。これらについては、会社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ホームページ、大型時刻表等

によって番号案内を行ってい

る。 

 

・また、利用者の意見、要望等

を直接伺う窓口として、「ＪＲ

東日本お客さま相談室」を主

要な駅に設置している。 

 

・利用者からの意見、要望等の

取扱件数は、平成２１年度５

０３，４６１件となっており、

事項別では多いものから駅関

係、販売・制度関係、列車ダ

イヤ関係、ＩＴ・Ｓｕｉｃａ

事業関係、利用者サービス関

係と続き、内容別では意見・

要望が半数以上となってい

る。 

 

・なお、利用者からの意見、要

望等の取扱件数は平成１９年

度が４０２，１９３件、２０

年度が４９３，０５５件、２

１年度が５０３，４６１件と

近年は増加傾向となってい

る。その中で、おほめの言葉

については、平成１９年度が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き、おほめの言葉の増

加傾向が続くよう期待される

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も、お客さまの声に真摯

に耳を傾け、全社一丸となっ

てお客さま満足の向上に取り

組み、お客さまからさらに多

くのおほめの言葉をいただけ

るように努めてまいります。 

 



４０，９５２件であったが、

２０年度は４４，９７１件、

２１年度が４７，１８６件と

増加している状況である。 

 

（２）意見・要望等の幹部・現

場社員への周知について 
 

・ＪＲ東日本では、利用者から

の意見、要望等について、上

記の「ＪＲ東日本ご意見承り

センター」や「ＪＲ東日本お

客さま相談室」で寄せられた

もの以外に、ホームページ上

から投稿されたものと合わ

せ、一元的にグリーン情報シ

ステムにおいて管理・分析・

データベース化されている。

なお、このシステムには第一

線の現場社員やグループ会社

社員からの意見も受け付けて

いるところである。このシス

テムに蓄積されたデータベー

スは本社、支社或いは現場第

一線などにおいて年間を通し

て検索・閲覧が可能となって

いるところである。 

 

・また、この寄せられた意見・

要望等については直接利用者

と接する機会の多い駅、乗務

・当局に対して「ＪＲ東日本ご

意見承りセンター」や「ＪＲ

東日本お問い合わせセンタ

ー」への電話がなかなかつな

がらないとの苦情が寄せられ

ていることもあり、ＪＲ東日

本においては、可能な限りの

体制の整備も含め、利用者の

意見・要望等の積極的な取り

入れを図り、今後とも更なる

サービス向上に努めることが

期待される。 

 

・多くのお客さまのご意見・ご

要望・お問い合わせにお応え

できるように、引き続き「Ｊ

Ｒ東日本ご意見承りセンタ

ー」及び「ＪＲ東日本お問い

合わせセンター」の体制整備

を図り、お客さまの声を基に

した改善に取組むとともに、

お問い合わせの多い事項につ

いてはＩＣＴを活用した情報

提供の推進に努め、更なるサ

ービス向上に努めてまいりま

す。 



員区を中心とした「サービス

推進員会議」や「サービス改

善会議」、支社における「お客

さまサービス改善委員会」、本

社における「お客さまの声委

員会」、「お客さまサービス改

革委員会」の各段階において、

可能な限りサービス品質の改

善に努めているとのことであ

る。 

 

１０．駅員の接遇等に関する事

項 

（１）移動制約者対応への教育 

 

 

 

・移動制約者対応への教育につ

いては、４．（３）のとおり積

極的に取り組まれている。 
 

  

（２）駅員の研修等 

 

・上記以外に、駅管理者に対し

て各職場での接遇サービスの

指導に必要なポイントを伝え

実践してもらうための研修を

実施しており、具体的には、

接遇サービス向上支援研修

（助役）、新任現場長接遇サー

ビス向上支援セミナー、現場

長接遇サービス向上フォロー

アップセミナー、接遇サービ

ス向上フォローアップ研修

（助役）を行っている。また、

・今後とも、引き続き、社員の

一層の資質の向上を図るため

の取り組みを推進することが

望まれる。 

 

・「サービス品質」の向上は、鉄

道事業を営む当社にとって不

可欠であるとの認識の下、引

き続き、研修等を通じた社員

教育により、社員の資質向上

に向けた取り組みを継続して

まいります。 



地区・支社のサービス担当者

を対象とした接遇サービス支

援者研修（前期）（後期）とい

った研修も実施している。 

（３）駅業務の委託 
 

・ＪＲ東日本全駅１，７０５駅

のうち、１２支社合計で３１

９駅において出改札等の駅業

務全般を委託している。 
 
・なお、サービス低下を避ける

ため、各委託会社において営

業事故防止勉強会、運行業務

勉強会といった教育・訓練を

実施し、ＪＲ東日本と同等レ

ベルの業務が行えるよう対処

している。 

 

  

（４）サービスマネージャー 
 

・ＪＲ東日本では、平成１１年

４月末より、新しいサービス

として駅構内を巡回し、高齢

の旅客や不案内な旅客への各

種案内、異常時における情報

提供等様々な案内業務を行う

サービスマネージャーを主要

１６駅に配置した。その後、

サービスマネージャーの配置

駅を順次増加させ平成２２年

  



４月現在では４６駅に配置し

ている。 

    

１１.観光による鉄道活性化方

策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＪＲ東日本では、人やモノの

交流と新たなマーケットの創

造をめざし、従来のデスティ

ネーションキャンペーンに加

え、鉄道事業と生活サービス

事業の横断プロジェクトの

「地域再発見プロジェクト」

を立ち上げ、ＪＲ東日本グル

ープと地域がともに知恵を絞

る「共創」戦略をとられてい

る。 

 

 

 

・特に、昨年１２月の東北新幹

線の新青森の延伸開業に併せ

た、多種多様な企画や商品の

開発などに積極的に取り組ま

れており、評価できる。 

 

・ 鉄道事業では、ＪＲ東日本は

ＴＯＰの事業規模と本州の

半分以上を管内としている

事などからも、リーディング

カンパニーとしての期待は

大きい。その点からも、引き

続き、観光による鉄道の活性

化はもとより、地域資源・産

業の活性化に精力的に取り

組まれることが期待される。

 

・観光キャンペーン等継続的に

展開することで、観光流動創

造による地域活性化に継続的

に取り組んでまいります。 

 

 

・地域への観光流動創造が地域

資源・産業活性化に資するよ

う、企画立案・商品開発を進

めてまいります。 

 

１２．他の鉄道事業者や公共交

通機関を始めとする他の事業

者との連携による需要喚起策 

 

 

 

・少子高齢化などの社会的な背

景から、今後、大幅な需要増

が見込まれない中、鉄道が利

用者に如何に選び取られるか

が重要である。日本の鉄道に

おいては、約２７千キロの鉄

道ネットワークが確立されて

おり、近年、首都圏において

・ＪＲ東日本の鉄道エリアは、

関東、甲信越から東北までの

広範な地域を有し、営業キロ

は約７，５３０キロ（日本全

体の１／３程度）に及んでい

ることから、相互直通運転等

に限らず、ソフト施策につい

ても、他社と連携した新たな

・現在も施策等に関して他社と

の連携は図っておりますが、

引き続き連携強化を図ってま

いります。 



は、他社間との相互直通運転

など、ネットワークを生かし

たハード整備による利便性の

向上を図られており、ＪＲ東

日本においても、平成１８年

に東武鉄道と日光・鬼怒川の

直通特急列車の整備などは好

評であると聞いている。ただ

し、ハード整備は大規模な投

資が必要でもあり、利用者の

求めるサービスにすぐに対応

するは難しいことから、ソフ

ト施策による連携した需要喚

起策も重要と考えられる。現

行、ＪＲ東日本では、民間鉄

道事業者との連携について、

各種キャンペーン及び共同宣

伝により、需要喚起を行って

いるとのことである。 
   

サービスを創造などに積極的

に取り組まれたい。 

 

１３．ＣＳＲ（企業の社会的責

任）に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

・ＪＲ東日本においては、平成

17年にグループの企業行動方

針として、「法令遵守及び企業

倫理にかかる指針」を策定し、

内部通報窓口の設置、全社員

向けに「コンプライアンス・

アクションプラン」を策定し

配布しているところである

が、平成 20 年の信濃川発電所

・引き続き、法令遵守等の推進

に取り組まれるとともに、社

会貢献や地域貢献、環境活動

においても精力的に取り組ま

れているところであるが、リ

ーディングカンパニーとして

積極的に取り組まれることが

期待される。 

 

・今後もコンプライアンス経営

を推進するとともに、安全・

安定輸送の提供をはじめとし

た事業活動、社会貢献活動、

環境活動等を通じて、企業の

社会的責任を果たしていく考

えであります。 



 

 

 

 

における水利使用における不

適切事象を受けて改訂すると

ともに、意識向上のためのコ

ンプライス教育を行ってい

る。 

 

 

 

 

１４．その他サービス関係・鉄

道利用の啓蒙啓発の取り組み

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）鉄道利用者への救護・救

急体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自動体外式除細動装置（ＡＥ

Ｄ）については、操作を自動

化して医学的判断ができない

一般の人でも使えるように設

計された医療機器であり、公

共施設などへの整備普及が期

待されている。 

・ＪＲ東日本では、様々な取り

組みが行われており、利用者

に安心・快適に駅や車内を利

用頂けるよう、他鉄道事業者

や関連団体等と連携して継続

した取り組みを進めてきてお

り、評価出来る。 

 

・引き続き、鉄道利用者が安全・

安心に鉄道を利用することが

出来るよう、利用者の意見や

利用実態等を踏まえながら、

取り組みを進められることが

期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も他鉄道事業者や関連団

体とも連携しつつ、お客さま

に安心して快適に駅や車内

をご利用いただけるよう努

めてまいります。 

 

 

 

・日々頂戴するお客さまの声を

原点に、引き続き各種の取り

組みを進めてまいります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＪＲ東日本においては、駅で

具合の悪い利用者が出た場合

には、事情を伺った上で救急

車の手配や駅事務室等で休ん

で頂くなど対応、列車内の発

生の場合は、乗務員・指令員・

駅社員等の連携のもと、救急

車手配など必要な措置を取っ

ており、ＡＥＤ設置について

は、新幹線停車駅や利用者の

多い駅などを中心に２９４駅

４４７台（平成２２年６月末

現在）に設置済みであり、列

車についても東北・山形・秋

田・上越・長野の各新幹線及

び成田エクスプレスに設置済

みとのことである。 

・ＪＲ東日本においては、平成

９年より駅の分煙化及び普通

列車内の全面禁煙を実施して

おり、平成１５年の健康増進

法の施行以降、駅における禁

煙タイムの実施、新幹線・特

急列車内での全面禁煙を実施

しており、平成２１年４月よ

り首都圏の一定エリアの駅で

全面禁煙を実施し、１０月か

 

 

（２）健康増進法への対応（受

動喫煙防止対策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

（３）女性専用車両の導入や車

内防犯カメラの設置の取組み

等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らはそのエリアを拡大するな

ど、駅利用者の要望を踏まえ

受動喫煙防止に取り組んでお

り、利用者の周知については、

駅構内のポスター掲示などに

より啓蒙活動を実施してい

る。 

 

・平成１３年７月から女性専用

車を導入しており、昨年４月

には京浜東北線・根岸線の大

宮から東京方面（平日の東京

駅着７：３０～９：３０列車）

及び大船から品川方面（平日

の品川着７：３０～９：３０

の列車）の全列車に導入拡大

し、現在、９路線８区間にお

いて女性専用車が設定されて

いる。なお、導入に際しては、

広報の実施のほか、駅への案

内用ポスターやチラシ、案内

放送などで事前に周知を実施

したほか、運行時はＬＥＤ表

示器などによる案内やステッ

カー、案内放送などにより、

鉄道利用者に対する協力を呼

びかけている。このほか、他

鉄道事業者及び警察庁・４都

県警察（東京・埼玉・千葉・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ベビーカー対応、マタニ

ティ・マークの普及啓発な

どについて 

 

神奈川）と連携し、「痴漢撲滅

キャンペーン」を実施するな

ど、啓蒙活動に取り組んでい

る。 

 

・列車内における痴漢対策の一

環として、警察からの要請を

受け、平成２１年から埼京線

の一部の列車において、車内

防犯カメラ設置を試行し検証

を行い、平成２２年からは本

格実施し、１２月末時点で、

埼京線の３２編成中１７編成

に設置済みとのことである。

 

・近年、バリアフリー化の進展

などにより、駅・車両でのベ

ビーカーの利用が増えてきて

いるところ、鉄道利用者に、

より安全・安心に利用して頂

くため、ＪＲ東日本では、他

鉄道事業者、行政などと連携

した「みんなで赤ちゃんを守

ろう」キャンペーンを実施し

ており、ベビーカーの利用方

法や周囲の利用者への理解・

協力などの啓蒙・啓発活動を

実施している。また、階段等

でのお手伝いの申し出に対し



 
 

ては、利用者に子供を抱いて

頂いた上で、ベビーカーの持

ち運びについてお手伝いする

など、出来る範囲での対応を

することとしている。 

 

・マタニティ・マークについて

は、東京都・神奈川県・埼玉

県・千葉県・茨城県・栃木県・

群馬県内の全駅（無人駅を除

く）、熱海駅、伊東駅の駅事務

室で配布しているほか、東京

駅など計１０箇所（平成２３

年１月時点）のお客さま相談

室でも配布しており、駅での

ポスターや車内ステッカーな

どで周知を図っている。 

 

・遺失物などの取り扱いについ

ては、遺失物取扱基準規程を

整備しているほか、より具体

的な取り扱い方を定めた「遺

失物取り扱いマニュアル」を

平成２１年に作成し、適正に

取り扱っているとのことであ

る。 

 


